○倉敷市次世代自動車関連分野等に関する新技術及び新製品の研究開発の促進等に係る補助金交付要綱
平成３０年４月１日
告示第２０７号
改正　平成３１年３月２９日告示第１８６号
（目的）
第１条　この要綱は，本市内の中小企業者又は中小企業者の団体が，次世代自動車関連分野等に関する新技術及び新製品の研究開発に係る事業並びに新事業の創出についての調査研究を行うため，連携して活動する研究会等に係る事業（以下これらを「補助事業」という。）を行う場合に必要とする経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより，地域経済を支える中小企業者の競争力強化を図り，もって地域産業の振興に寄与することを目的とする。
２　補助金の交付に関しては，倉敷市補助金等交付規則（昭和４３年倉敷市規則第３０号）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。
（定義）
第２条　この要綱において「中小企業者」とは，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者であって，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(１)　市内に住所及び事業所を有する個人
(２)　市内に主たる事業所を有する会社
２　この要綱において「中小企業者の団体」とは，次の各号のいずれかに該当し，その構成員の２分の１以上が中小企業者であるものをいう。
(１)　事業協同組合
(２)　商工組合
(３)　企業組合又は協業組合
(４)　地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は任意団体であって，規約等か　ら市長が適当と認める団体
（交付対象）
第３条　補助金は，別表第１から別表第３までに規定する対象経費（以下「対象経費」という。）のうち，市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。ただし，対象経費には，消費税，地方消費税，印紙税，登録免許税，源泉所得税及び公証人手数料相当額を含まない。
２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者が実施する事業については，補助金を交付しない。
(１)　同一の事業に対して，本市又は他の団体から別に補助金の交付を受ける者
(２)　市税を滞納している者
(３)　公序良俗に反する事業を行っている者
(４)　前３号に掲げる者のほか，市長が不適当と認める者
（補助金の額）
第４条　補助金の額は，前条第１項及び別表第１から別表第３までの規定により算出して得た額とする。この場合において，補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。
　（補助の制限）
第５条　この要綱による補助金の交付は，１中小企業者又は１中小企業者の団体につき１会計年度において１回限りとする。

（事前審査）
第６条　補助金の交付を受けようとする者は，次条第１項の交付申請の前に，市長が別に定める期日までに所定の事業計画書を市長に提出しなければならない。
２　市長は，前項の事業計画書の提出があったときは，これを審査し，事業の採否を決定し，所定の通知書により通知するものとする。
３　市長は，前項の審査を行うに当たり，必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
（交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする者は，所定の交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
２　別表第１及び別表第２に規定する補助事業について，同一の事業に対して継続して補助金の交付を受けようとするときは，２回を超えない範囲で，補助金の交付申請を行うことができる。

（補助事業の着手時期）
第８条　補助事業の着手時期は，次条の規定による交付決定のあった日以後でなければならない。ただし，市長において補助事業の性質その他の事情によりやむを得ない理由があると認めるときは，この限りでない。
２　前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする者は，前条第１項の交付申請書に，所定の事前着手理由書を添付しなければならない。
（交付決定）
第９条　市長は，第７条第１項の交付申請書の提出があったときは，これを審査し，補助金の交付の適否を決定し，所定の決定通知書により通知するものとする。
（申請の取下げ）
第１０条　補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，交付の決定の通知を受けた日から起算して２０日以内に，当該交付申請を取り下げることができる。
（補助事業の内容又は経費の変更）
第１１条　補助事業者は，補助事業の内容又は対象経費の総額を変更しようとするときは，あらかじめ，所定の変更承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。
(１)　市長において，補助事業の目的の達成に支障を来すことなく，かつ，事業の能率低下をもたらさない軽微な内容変更であると認める場合
(２)　対象経費の総額を２０パーセント以内で増減する場合
２　市長は，前項の承認を行うに当たっては，必要な条件を付することができる。
（補助事業の中止又は廃止）
第１２条　補助事業者は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ，所定の中止（廃止）承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。
（状況報告）
第１３条　補助事業者は，あらかじめ市長が指定する日における補助事業の遂行状況について，所定の遂行状況報告書により当該指定する日から起算して３０日以内に市長に報告しなければならない。
（補助事業遅延等の報告）
第１４条　補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき，又は補助事業の遂行が困難になったときは，速やかに所定の遅延等報告書を市長に提出し，その指示を受けなければならない。
（実績報告）
第１５条　補助事業者は，補助事業が完了したときは，その日から起算して３０日を経過した日又は３月２０日（閉庁日の場合は，その日後において最も近い開庁日）のいずれか早い日までに，所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定等）
第１６条　市長は，前条の実績報告書の提出があったときは，これを審査し，補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，所定の確定通知書により通知するものとする。
（補助金の支払）
第１７条　市長は，前条の規定による補助金の額の確定後，補助金を支払うものとする。
２　前項の規定にかかわらず，市長において補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは，補助金の概算払又は前金払をすることができる。
（財産の処分及び管理）
第１８条　補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年を経過する日以前に，補助金により取得し，又は効用が増加した財産を処分しようとするときは，あらかじめ，所定の財産処分承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，当該財産の取得価格又は効用の増加価格が５０万円未満のものは，この限りでない。
２　市長は，前項の承認をした補助事業者に対し，当該承認に係る財産を補助事業者が処分したことにより，当該補助事業者に収入があったときは，交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。
３　補助事業者は，補助事業が完了した後も，補助金により取得し，又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
（実施結果の事業化等）
第１９条　補助事業者は，補助事業の実施結果の事業化に努めなければならない。
２　補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間，毎会計年度終了後３０日以内に当該補助事業に係る過去１年間の事業化状況及び補助事業に基づく発明，考案等に関して特許権又は実用新案権を出願し，取得し，若しくは譲渡した場合，又はその実施権を設定した場合は，その状況について，所定の事業化状況等報告書により市長に報告しなければならない。
３　補助事業者は，前項の報告を行ったときは，その証拠書類を当該報告に係る会計年度の終了後３年間保存しなければならない。
（協力及び情報の公表）
第２０条　補助事業者は，市長がその成果を調査し，公表し，又は普及を図るときは，これに協力するものとする。
２　市長は，補助事業者の氏名又は名称並びに補助事業の取組内容及び成果について，補助事業者の協力を得て，地域産業振興策の実例として公表することができる。
（補助金の経理等）
第２１条　補助事業者は，補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。
（その他）
第２２条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。
附　則
この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。

別表第１（第３条，第４条，第７条関係）

　新技術・新製品開発促進事業（地域未来関連）
	補助対象事業
	次に掲げる分野に関する新技術及び新製品の研究開発

(１)　次世代自動車関連分野

(２)　航空・宇宙関連分野

(３)　環境・エネルギー分野

(４)　ＡＩ・ＩｏＴ・次世代ロボット分野

(５)　ヘルスケア分野

(６)　次世代農業分野

(７)　防災・災害対策分野

	対象事業者
	中小企業者又は中小企業者の団体

	補助率
	５分の４

	限度額
	３００万円

	対象経費
	原材料費，機械装置費，工具器具費，外注費，技術指導受入費，共同研究費，市場動向調査費（謝金，旅費，委託費）


備考
１　ＡＩ分野とは，人工知能を利用したサービスに関する分野をいう（別表第３において同じ。）。
　２　ＩｏＴ分野とは，物がインターネットに接続されることによって実現するサービスに関する分野をいう（別表第３において同じ。）。

　３　ヘルスケア分野とは，疾病若しくは介護予防若しくは健康管理又は介護等の日常生活の支援に係るサービスに関する分野をいう（別表第３において同じ。）。

４　外注費，技術指導受入費及び共同研究費（以下「外注費等」という。）の各対象経費の上限額は，全補助対象経費の２分の１以内とする。
５　外注費等の対象経費の合計額は，全補助対象経費の３分の２以内とする。
６　市場動向調査費の対象経費の上限額は，全補助対象経費の３分の１以内とする。
７　同一の補助対象事業に対して継続して補助金の交付を受ける場合の限度額は，２回の交付額の合計で３００万円とする。

別表第２（第３条，第４条，第７条関係）
新技術・新製品開発促進事業（異分野進出関連）
	補助対象事業
	自動車関連分野から異分野へ新たに進出するための新技術及び新製品の研究開発

	対象事業者
	自動車関連事業を営む中小企業者又は中小企業者の団体

	補助率
	５分の４

	限度額
	３００万円

	対象経費
	原材料費，機械装置費，工具器具費，外注費，技術指導受入費，共同研究費，市場動向調査費（謝金，旅費，委託費）


備考
１　外注費等の各対象経費の上限額は，全補助対象経費の２分の１以内とする。
２　外注費等の対象経費の合計額は，全補助対象経費の３分の２以内とする。
３　市場動向調査費の対象経費の上限額は，全補助対象経費の３分の１以内とする。
４　同一の補助対象事業に対して継続して補助金の交付を受ける場合の限度額は，２回の交付額の合計で３００万円とする。

別表第３（第３条，第４条関係）

新事業創出連携交流事業

	補助対象事業
	次に掲げる分野に関する新事業の創出についての調査研究を行うため，中小企業者等が連携して活動する研究会等

(１)　次世代自動車関連分野

(２)　航空・宇宙関連分野

(３)　環境・エネルギー分野

(４)　ＡＩ・ＩｏＴ・次世代ロボット分野

(５)　ヘルスケア分野

(６)　次世代農業分野

(７)　防災・災害対策分野

	対象事業者
	中小企業者の団体

	補助率
	３分の２

	限度額
	５０万円

	対象経費
	謝金，旅費，会場借上料，印刷費，書籍購入費，通信費，委託費（専門的な知識及び能力のある者に調査の一部を委託する場合に限る。）


備考

１　委託費の合計額は，全補助対象経費の３分の２以内とする。

２　宗教，政治，選挙及び営利を目的として開催される事業は，補助対象事業としない。

附　則

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。
